
地域対応活用計画における黒潮町営住宅の目的外使用に係る事務取扱要綱 

（令和５年３月３１日告示第４１号２）　　　 

 

（趣旨） 

第１条　この告示は、町営住宅の本来の入居対象者の入居が阻害されない範囲で町の産

業を支えていく人材の居住環境を整えるとともに、地域活性化の向上を図ることを目

的として、地域対応活用計画における黒潮町営住宅の目的外使用に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

（１）　町営住宅　黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１８黒潮町条例

第１７５号）第２条第１号に規定する町営住宅をいう。 

（２）　事業者等　町内に事業所を有する事業者 

（３）　従業員等　町内の事業所に勤める従業員（外国人技能実習生等を含む。） 

（目的外使用住宅） 

第３条　地域対応活用により目的外使用を行う町営住宅は、公営住宅地域対応活用計画

（公営住宅の地域対応活用について（平成２１年２月２７日付け国住備第１１７号国

土交通省住宅局長通知）による公営住宅地域対応活用計画をいう。以下同じ。）につい

て国土交通省四国地方整備局長の承認を受けた町営住宅（以下「地域対応活用住宅」

という。）とする。 

（公募方法） 

第４条　町長は、地域対応活用住宅の使用者の公募を次に掲げる方法のうち２以上の方

法により行うものとする。 

（１）　町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示 

（２）　町の広報誌への掲載 

（３）　町の区域内のマイク放送 

（４）　黒潮町公式ホームページへの掲載 

（使用の資格） 

第５条　地域対応活用住宅の使用ができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者でなけ

ればならない。 

（１）　事業者等であること。 

（２）　別表に掲げるいずれにも該当しないこと。 

（３）　次のアからカまでに掲げる町税等を滞納していないこと。 

ア　黒潮町税条例（平成１８年黒潮町条例第５８号）に規定する町税 

イ　黒潮町国民健康保険税条例（平成１８年黒潮町条例第６１号）に規定する国

民健康保険税 



ウ　黒潮町介護保険条例（平成１８年黒潮町条例第１３３号）に規定する保険　　　　　　　　　

料 

エ　高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例（平成１９年　　　　　　

高知県後期高齢者医療広域連合条例第２９号）に規定する保険料であって、黒

潮町が徴収する保険料 

オ　黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則

（平成２７年黒潮町規則第１２号３）に規定する保育料 

カ　アからオまでに附帯する延滞金 

（入居の資格） 

第６条　地域対応活用住宅に入居できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者でなけれ

ばならない。 

（１）　使用許可事業者等の従業員等であること。 

（２）　地域対応活用住宅及びその敷地内の維持管理を適切に行えること。 

（３）　地域対応活用住宅の周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をし

ないこと。 

（４）　町に住民登録されている者又は地域対応活用住宅に入居後に町に住民登録を

する者 

（５）　別表に掲げるいずれにも該当しないこと。 

（使用申請）　 

第７条　地域対応活用住宅の使用の申請または申請者を変更しようとする事業者等（以

下「申請者」という。）は、地域対応活用住宅使用申請書（様式第１号）に次に掲げる

関係書類を添えて町長に使用の申請をしなければならない。 

（１）　地域対応活用住宅使用申請に係る誓約書兼同意書（様式第２号） 

（２）　申請者が個人の場合は直近の確定申告書又は住民税申告書の写し、法人の

場合は法人事業概況説明書の写し  

（３）　申請者が法人の場合は、履歴事項全部証明書及び登記事項証明書の写し 

（４）　申請者（法人の場合は代表者）の運転免許証、健康保険証又はマイナンバ

ーカードのいずれかの写し  

（５）　申請日において町に町民税の納税義務のない申請者は、住所地のある市町村

の市町村民税納税証明書 

（６）　その他町長が必要と認める書類 

（選考） 

第８条　申込みの数が募集している住宅の戸数を超えるときは、公開抽選によりの順位

を決定するものとする。 

（使用許可通知等） 

第９条　使用を認める場合は地域対応活用住宅使用許可書（様式第３号）により、使用

を認めない場合は地域対応活用住宅使用不許可通知書（様式第４号）により当該事業



者等に通知するものとする。 

（使用期間） 

第１０条　地域対応活用住宅の使用期間は、１年以内とする。ただし、町長がやむを得

ないと認めるときは、当該使用期間を更新することができる。 

（使用料） 

第１１条　地域対応活用住宅の使用料の額は、当該住宅の近傍同種の住宅の家賃（黒潮

町営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１８年黒潮町条例第１７５号）第１３条

第１項に規定する近傍同種の住宅の家賃をいう。）の額とする。 

２　使用許可事業者は、使用料を毎月末日(月の途中で当該地域対応活用住宅を明け渡

した場合にあっては、当該明け渡した日)までに、その月分の使用料を納付しなければ

ならない。 

３　地域対応活用住宅の使用許可事業者等が使用を開始した場合又は当該地域対応活用

住宅を明け渡した場合において、当該使用許可事業者等の当該使用の開始し、又は明

け渡した日の属する月の使用期間が１月に満たないときは、その月分の家賃は、日割

計算による。 

４　使用許可事業者が入居者から徴収することとなる家賃に相当する額の合計は、第１

項の使用料の額を超えてはならない。 

（敷金） 

第１２条　敷金は、使用開始時の使用料の３箇月分に相当する金額とする。 

２　敷金は、第９条第１項に規定する賃貸借契約を締結して日から１０日以内又は使用

を開始する日のいずれか早い日までに納付しなければならない。 

３　敷金は、使用許可事業者等が当該地域対応活用住宅を明け渡すときに還付するもの

とする。ただし、当該使用許可事業者等に未納の使用料その他の債務があるときは、

敷金のうちから当該債務を控除した額を還付するものとする。 

４　還付する敷金には、利子を付けない。 

（連帯保証人） 

第１３条　地域対応活用住宅に係る連帯保証人は不要とする。 

（申請内容の変更） 

第１４条　使用許可事業者等は、第７条の規定による申請の内容に変更が生じるときは、

速やかに当該変更の内容を地域対応活用住宅使用変更届出書（様式第５号）により町

長に届け出なければならない。 

（模様替え等） 

第１５条　地域対応活用住宅の使用許可事業者等は、当該地域対応活用住宅を模様替え

し、又は増築してはならない。ただし、原状の回復又は撤去が容易である場合におい

て、地域対応活用住宅模様替え等承認申請書（様式第６号）により町長の承認を得た

ときは、この限りでない。 

２　町長は、前項の規定による申請があった場合において、模様替え等の承認をすると



きは地域対応活用住宅模様替え等承認書（様式第７号）により、模様替え等の承認を

しないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。 

３　町長は、第１項ただし書の承認をするに当たり、地域対応活用住宅の使用許可事業

者等が当該地域対応活用住宅を明け渡すときは、当該地域対応活用住宅の費用で原状

の回復又は撤去をすることを条件とするものとする。 

４　地域対応活用住宅の使用許可事業者等は、第１項ただし書の承認を得ずに当該地域

対応活用住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状の回復又は撤去

をしなければならない。 

（原状回復義務） 

第１６条　退去時等の地域対応活用住宅の原状回復に係る修繕費用は、使用許可事業者

等の負担とする。ただし、退去に際し、地域対応活用住宅使用に係る損耗の程度が軽

微である場合、又はその他町長がやむを得ないと認める場合においては、退去時等の

修繕費用の一部又は全部を免除することができる。 

（報告の徴収） 

第１７条　町長は、地域対応活用住宅を適正かつ合理的に管理するために必要があると

認めるときは、当該地域対応活用住宅を使用している使用許可事業者等に対し、当該

地域対応活用住宅の使用の状況について報告を求めることができる。 

（許可の取消し等） 

第１８条　町長は、使用許可事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許

可を取り消すことができる。 

（１）　使用許可事業者が、第５条各号に規定する要件のいずれかに該当しなくなっ

たとき。 

（２）　入居者が、第６条各号に規定する要件のいずれかに該当しなくなったとき。 

（３）　事業者等が不正の行為によって使用の許可をうけたとき。 

（４）　その他町長が使用許可を継続することが困難と判断したとき。 

２　町長は、前項の規定により入居許可の決定を取り消したときは、地域対応活用住宅

使用許可取消通知書（様式第８号）により当該使用許可事業者等に通知するものとす

る。 

(準用規定) 

第１９条　前条までの規定に定めるもののほか、地域対応活用住宅に関し必要な事項に

ついては、黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例及び黒潮町営住宅の設置及び管

理に関する条例施行規則（平成１８年３月２０日規則第１２８号）の例による。 

 

附　則 

（施行期日） 

　この告示は、公表の日から施行する。 

 



別表（第５条、第９条関係） 
 １　暴力団（黒潮町暴力団排除条例（平成２２年黒潮町条例第２３号。以下「条例」

という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等（同

条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）であるとき。 

２　条例第１１条の規定に違反した事実があるとき。 

３　その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、

相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を

執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する

ものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これ

らと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。）が暴力団員等であるとき。 

４　暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 

５　暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用していると

き。 

６　暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 

７　いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、

物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団

の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 

８　業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認

められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 

９　その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、

又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したと

き。 

１０　その役員が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有してい

るとき。


